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告         示 

 

兵庫県告示第833号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 

平成30年９月25日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 解除に係る保安林の所在場所 

西宮市塩瀬町生瀬字花折峯1339番１、1344番７ 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 
 

公 告 

 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により聴取した意見

の概要は、次のとおりである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成30年９月25日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 エーコープ和田山 

  所在地 朝来市和田山町枚田字キシノ下922―１ほか 

２ 法第８条第１項の規定により朝来市から聴取した意見の概要 

 (1) 環境に係る事項 

  ア 騒音規制法（第３種区域）、振動規制法（第２種区域）、悪臭防止法（順応地域）、朝来市生活環境保全

条例（平成21年条例第１号）及び兵庫県の環境の保全と創造に関する条例（平成７年条例第28号）等の

関係法令を遵守し、騒音、振動等の公害が発生しないように万全の体制をとられたい。 

  イ 当該店舗から発生する公害に対し、地域住民から苦情があったときは、誠意を持ってその解決に当た

られたい。 

 (2) 交通安全に係る事項 

  ア 出入口が位置している歩道は、近隣小学校及び中学校の通学路に指定されているため、歩行者等の安
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全確保に努められたい。 

イ オープン時や繁忙時期以外についても、特に児童等の通学時間帯等の安全確保には十分配慮し、敷地

外周部にフェンス等を設置される場合は、出庫する車両が左右確認できるように努められたい。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第２課 

 (2) 縦覧期間 

   平成30年９月25日から１月間 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年９月25日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

平成30年度（下半期）用品単価契約【ＰＰＣ用紙（Ｂ４、Ａ３、Ａ４）】 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年９月６日 

４ 落札者の名称及び住所 

永井産業株式会社神戸支店 神戸市東灘区魚崎浜町27―21 

５ 契約単価（税抜） 

Ｂ４ 1,621円  

Ａ３ 1,336円  

Ａ４ 1,161円  

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年７月27日 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第57号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により、市町の選挙管理委員会が指定する

個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を開催することができる施設を取消しした旨の報告があったので、

平成７年兵庫県選挙管理委員会告示第73号（市町の選挙管理委員会が指定する個人演説会、政党演説会及び政

党等演説会を開催することができる施設の指定）の一部を次のように改正する。 

平成30年９月25日 

兵庫県選挙管理委員会○○○ 

委員長 立 石 幸 雄  

表神戸市の項中 

「 

 名谷北センター集会所 神戸市須磨区北落合４丁目５ 

 横尾集会所 神戸市須磨区横尾１丁目11―２ 

」 

を 

「 
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 横尾集会所 神戸市須磨区横尾１丁目11―２ 

」 

に、 

「 

  たけのプラザ 神戸市西区竹の台２丁目18 

   いぶき東フレア 神戸市西区井吹台東町４丁目20―１ 

」 

を 

「 

  いぶき東フレア 神戸市西区井吹台東町４丁目20―１ 

」 

に改める。 
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